
 一 
 

○ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ）                       （ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 
様式第１（第４条第１項関係） 

電気通信事業登録申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省

略できる。法人にあつては、名称

及び代表者の氏名を記載すること

とし、代表者が自筆で記入したと

きは、押印を省略できる。）              

印 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載す

ること。担当部署等がある場合

は、当該担当部署名等を記載する

こと。） 

電気通信事業法第９条の規定により、電気通信事業の登録を受けたいので、次の

とおり申請します。 

１ 業務区域 

 （略） 

２ 電気通信設備の概要 

(1) 端末系伝送路設備に関する事項 

 （略） 

(2) 中継系伝送路設備に関する事項 

 （略） 

(3) 伝送路設備以外の電気通信設備（事業用電気通信設備に限る。）に関する事

項 

（略） 

注１～４ （略） 

５ 伝送路設備の種類は、当該設備が有線電気通信設備の場合は「平衡対ケー

ブル」、「同軸ケーブル」、「光ファイバケーブル」等の種別を、無線設備

の場合は予定する周波数帯（当該周波数帯の電波を 三・九―四世代移動通信

システム （無線設備規則第 49 条の６の９又は第 49 条の６の 10で定める条件

に適合する無線設備をいう。以下同じ。）に使用する場合は、併せてその

旨）を記載すること。 

様式第１（第４条第１項関係） 

電気通信事業登録申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省

略できる。法人にあつては、名称

及び代表者の氏名を記載すること

とし、代表者が自筆で記入したと

きは、押印を省略できる。）              

印 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載す

ること。担当部署等がある場合

は、当該担当部署名等を記載する

こと。） 

電気通信事業法第９条の規定により、電気通信事業の登録を受けたいので、次の

とおり申請します。 

１ 業務区域 

 （略） 

２ 電気通信設備の概要 

(1) 端末系伝送路設備に関する事項 

 （略） 

(2) 中継系伝送路設備に関する事項 

 （略） 

(3) 伝送路設備以外の電気通信設備（事業用電気通信設備に限る。）に関する事

項 

（略） 

注１～４ （略） 

５ 伝送路設備の種類は、当該設備が有線電気通信設備の場合は「平衡対ケー

ブル」、「同軸ケーブル」、「光ファイバケーブル」等の種別を、無線設備

の場合は予定する周波数帯（当該周波数帯の電波を 三・九世代移動通信シス

テム （無線設備規則第 49 条の６の９で定める条件に適合する無線設備をい

う。以下同じ。）に使用する場合は、併せてその旨）を記載すること。 

 



 二 
 

６～８ （略） 

３ 事業開始予定年月日 

（略） 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

６～８ （略） 

３ 事業開始予定年月日 

（略） 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 



 三 
 

 
様式第４（第４条第３項第２号、第９条第１項第２号、第 10 条第２項、第 60 条の

２第２号関係） 

提供する電気通信役務 

電 気 通 信 役 務 の 種 類 提供する役務 

１ 加入電話  

２ 総合デジタル通信サービス（中継電話又は公衆電話であ

るもの及び国際総合デジタル通信サービスを除く。） 

 

３ 中継電話（国際電話等であるものを除く。）  

４ 国際電話等 
国際電話  

国際総合デジタル通信サービス  

５ 公衆電話  

６ 携帯電話 

三・九―四世代移動通信システム を使用

するもの 

 

三・九―四世代移動通信システム を使用

するもの以外のもの 

 

７ ＰＨＳ  

８ ＩＰ電話 

当該ＩＰ電話の提供のために電気通信番

号規則第９条第１項第１号又は第 10 条第

１項第２号に規定する電気通信番号を使

用するもの 

 

当該ＩＰ電話の提供のために電気通信番

号規則第９条第１項第１号又は第 10 条第

１項第２号に規定する電気通信番号を使

用するもの以外のもの 

 

９ 衛星移動通信サービス  

10 ＦＭＣサービス  

11 インターネット接続サービス  

12 ＦＴＴＨア

クセスサービ

ス 

共同住宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電

気通信設備を用いるもの以外のもの 

 

共同住宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電

気通信設備を用いるもの 

 

13 ＤＳＬアクセスサービス  

14 ＦＷＡアクセスサービス  

15 ＣＡＴＶアクセスサービス  

16 携帯電話・ＰＨＳアクセスサービス  

17 三・九―四世代携帯電話アクセスサービス  

様式第４（第４条第３項第２号、第９条第１項第２号、第 10 条第２項、第 60 条の

２第２号関係） 

提供する電気通信役務 

電 気 通 信 役 務 の 種 類 提供する役務 

１ 加入電話  

２ 総合デジタル通信サービス（中継電話又は公衆電話であ

るもの及び国際総合デジタル通信サービスを除く。） 

 

３ 中継電話（国際電話等であるものを除く。）  

４ 国際電話等 
国際電話  

国際総合デジタル通信サービス  

５ 公衆電話  

６ 携帯電話 

三・九世代移動通信システム を使用する

もの 

 

三・九世代移動通信システム を使用する

もの以外のもの 

 

７ ＰＨＳ  

８ ＩＰ電話 

当該ＩＰ電話の提供のために電気通信番

号規則第９条第１項第１号又は第 10 条第

１項第２号に規定する電気通信番号を使

用するもの 

 

当該ＩＰ電話の提供のために電気通信番

号規則第９条第１項第１号又は第 10 条第

１項第２号に規定する電気通信番号を使

用するもの以外のもの 

 

９ 衛星移動通信サービス  

10 ＦＭＣサービス  

11 インターネット接続サービス  

12 ＦＴＴＨア

クセスサービ

ス 

共同住宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電

気通信設備を用いるもの以外のもの 

 

共同住宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電

気通信設備を用いるもの 

 

13 ＤＳＬアクセスサービス  

14 ＦＷＡアクセスサービス  

15 ＣＡＴＶアクセスサービス  

16 携帯電話・ＰＨＳアクセスサービス  

17 三・九世代携帯電話アクセスサービス  



 四 
 

18 フレームリレーサービス  

19 ＡＴＭ交換サービス  

20 公衆無線ＬＡＮアクセスサービス  

21 ＢＷＡアクセスサービス  

22 ＩＰ－ＶＰＮサービス  

23 広域イーサネットサービス  

24 衛星アクセスサービス  

25 専用役務 
国内電気通信役務であるもの  

国際電気通信役務であるもの  

26 上記１から 25 までに掲げる電気通信役務を利用した付加

価値サービス 

 

27 インターネット関連サービス（ＩＰ電話を除く。）  

28 仮想移動電気通信サービス 

携帯電話に係るもの 
 

ＰＨＳに係るもの  

ＢＷＡアクセスサービス

に係るもの 

 

29 電報 受付及び配達の業務を行う場合  

受付及び配達の業務を行わない場合  

30 上記１から 29 までに掲げる電気通信役務以外の電気通信

役務 

 

注１～９ （略） 
 

18 フレームリレーサービス  

19 ＡＴＭ交換サービス  

20 公衆無線ＬＡＮアクセスサービス  

21 ＢＷＡアクセスサービス  

22 ＩＰ－ＶＰＮサービス  

23 広域イーサネットサービス  

24 衛星アクセスサービス  

25 専用役務 
国内電気通信役務であるもの  

国際電気通信役務であるもの  

26 上記１から 25 までに掲げる電気通信役務を利用した付加

価値サービス 

 

27 インターネット関連サービス（ＩＰ電話を除く。）  

28 仮想移動電気通信サービス 

携帯電話に係るもの 
 

ＰＨＳに係るもの  

ＢＷＡアクセスサービス

に係るもの 

 

29 電報 受付及び配達の業務を行う場合  

受付及び配達の業務を行わない場合  

30 上記１から 29 までに掲げる電気通信役務以外の電気通信

役務 

 

注１～９ （略） 
 



 五 
 

 
様式第８（第９条第１項、第 60条の２関係） 

 

電気通信事業届出書 

 

年  月  日 

 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省

略できる。法人にあつては、名称

及び代表者の氏名を記載すること

とし、代表者が自筆で記入したと

きは、押印を省略できる。）              

印 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載す

ること。担当部署等がある場合

は、当該担当部署名等を記載する

こと。） 

 

電気通信事業法第 16 条第１項（第 165 条第１項）の規定により、電気通信事業

を営む（行う）ので、次のとおり届け出ます。 

 

１ 業務区域 

 （略） 

２ 電気通信設備の概要（電気通信事業法第 44 条第１項の事業用電気通信設備を

設置する場合に限る。） 

 

(1) 端末系伝送路設備に関する事項 

  （略） 

(2) 中継系伝送路設備に関する事項 

   （略） 

(3) 伝送路設備以外の電気通信設備（事業用電気通信設備に限る。）に関する

事項 

注１～３ （略）  

４ 伝送路設備の種類は、当該設備が有線電気通信設備の場合は「平衡対ケーブ

様式第８（第９条第１項、第 60条の２関係） 

 

電気通信事業届出書 

 

年  月  日 

 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省

略できる。法人にあつては、名称

及び代表者の氏名を記載すること

とし、代表者が自筆で記入したと

きは、押印を省略できる。）              

印 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載す

ること。担当部署等がある場合

は、当該担当部署名等を記載する

こと。） 

 

電気通信事業法第 16 条第１項（第 165 条第１項）の規定により、電気通信事業を

営む（行う）ので、次のとおり届け出ます。 

 

１ 業務区域 

 （略） 

２ 電気通信設備の概要（電気通信事業法第 44 条第１項の事業用電気通信設備を設

置する場合に限る。） 

 

(1) 端末系伝送路設備に関する事項 

  （略） 

(2) 中継系伝送路設備に関する事項 

   （略） 

(3) 伝送路設備以外の電気通信設備（事業用電気通信設備に限る。）に関する

事項 

注１～３ （略）  

４ 伝送路設備の種類は、当該設備が有線電気通信設備の場合は「平衡対ケーブ



 六 
 

ル」、「同軸ケーブル」、「光ファイバケーブル」等の種別を、無線設備の場

合は予定する周波数帯を記載すること。 

当該設備が無線設備の場合であって、次に掲げる場合に該当するときは、併

せてその旨を記載すること。 

(1) 予定する周波数帯の電波を 三・九―四世代移動通信システム に使用する場

合 

(2) 予定する周波数帯の電波を電波法第７条第２項第６号に規定する基幹放送

に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備に使用する

場合 

５～７（略） 

３ 事業開始予定年月日 

 （略） 

注 業務区域によつて事業開始予定年月日が異なる場合は、当該業務区域ごとに記

載すること。  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

ル」、「同軸ケーブル」、「光ファイバケーブル」等の種別を、無線設備の場

合は予定する周波数帯を記載すること。 

当該設備が無線設備の場合であって、次に掲げる場合に該当するときは、併

せてその旨を記載すること。 

(1) 予定する周波数帯の電波を 三・九世代移動通信システム に使用する場合 

 

(2) 予定する周波数帯の電波を電波法第７条第２項第６号に規定する基幹放送

に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備に使用する

場合 

５～７（略） 

３ 事業開始予定年月日 

 （略） 

注 業務区域によつて事業開始予定年月日が異なる場合は、当該業務区域ごとに記

載すること。  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 



 七 
 

 
様式第 38の８（第 40条の 10第１項第１号、第 40条の 14第１項第２号ニ関係） 

 

電気通信事業一部認定申請書 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省

略できる。法人にあつては、名称及

び代表者の氏名を記載することと

し、代表者が自筆で記入したとき

は、押印を省略できる。） 

              印                      

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は

届出番号（登録の申請を行つている場合は、

当該申請の年月日） 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載す

ること。担当部署等がある場合

は、当該担当部署名等を記載する

こと。） 

 

電気通信事業法第 117 条第１項の規定により、電気通信事業の一部の認定を受け

たいので、次のとおり申請します。 

 

注 （略） 

１ 業務区域 

 （略） 

２ 電気通信設備の概要 

(1) 端末系伝送路設備に関する事項 

 （略） 

(2) 中継系伝送路設備に関する事項 

 （略） 

(3) 伝送路設備以外の電気通信設備（事業用電気通信設備に限る。）に関する

事項 

注１～５ （略） 

様式第 38の８（第 40条の 10第１項第１号、第 40条の 14第１項第２号ニ関係） 

 

電気通信事業一部認定申請書 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略

できる。法人にあつては、名称及び

代表者の氏名を記載することとし、

代表者が自筆で記入したときは、押

印を省略できる。） 

              印                      

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は

届出番号（登録の申請を行つている場合は、

当該申請の年月日） 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載す

ること。担当部署等がある場合

は、当該担当部署名等を記載する

こと。） 

 

電気通信事業法第 117 条第１項の規定により、電気通信事業の一部の認定を受け

たいので、次のとおり申請します。 

 

注 （略） 

１ 業務区域 

 （略） 

２ 電気通信設備の概要 

(1) 端末系伝送路設備に関する事項 

 （略） 

(2) 中継系伝送路設備に関する事項 

 （略） 

(3) 伝送路設備以外の電気通信設備（事業用電気通信設備に限る。）に関する

事項 

注１～５ （略） 



 八 
 

６ 伝送路設備の種類は、当該設備が有線電気通信設備の場合は「平衡対ケーブ

ル」、「同軸ケーブル」、「光ファイバケーブル」等の種別を、無線設備の場

合は予定する周波数帯（当該周波数帯の電波を 三・九―四世代移動通信シス

テム に使用する場合は、併せてその旨）を記載すること。  

７～８ （略） 

(4) 交換設備の設置場所  

（略） 

注 設置場所ごとに、その都道府県市町村名及び事業所の名称を記載すること。  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

６ 伝送路設備の種類は、当該設備が有線電気通信設備の場合は「平衡対ケーブ

ル」、「同軸ケーブル」、「光ファイバケーブル」等の種別を、無線設備の場

合は予定する周波数帯（当該周波数帯の電波を 三・九世代移動通信システム

に使用する場合は、併せてその旨）を記載すること。  

７～８ （略） 

(4) 交換設備の設置場所  

（略） 

注 設置場所ごとに、その都道府県市町村名及び事業所の名称を記載すること。  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 



 九 
 

 
様式第 38の９（第 40条の 10第１項第２号関係） 

 

電気通信事業変更登録申請書（変更届出書） 兼 電気通信事業一部認定申請書 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省

略できる。法人にあつては、名称

及び代表者の氏名を記載すること

とし、代表者が自筆で記入したと

きは、押印を省略できる。）              

印 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は

届出番号 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載す

ること。担当部署等がある場合

は、当該担当部署名等を記載する

こと。） 

 

電気通信事業法第 13 条第１項の規定により同法第 10 条第１項第２号の事項の変

更登録を受ける（電気通信事業法第 16 条第３項の規定により同条第１項第２号の

事項を次のとおり変更したいので、届け出る）とともに、同法第 117 条第１項の規

定により、電気通信事業の一部の認定を受けたいので、次のとおり申請します。 

注 （略） 

１ 業務区域 

 （略） 

２ 電気通信設備の概要 

(1) 端末系伝送路設備に関する事項 

（略） 

(2) 中継系伝送路設備に関する事項 

 （略） 

(3) 伝送路設備以外の電気通信設備（事業用電気通信設備に限る。）に関する

事項 

 （略） 

様式第 38の９（第 40条の 10第１項第２号関係） 

 

電気通信事業変更登録申請書（変更届出書） 兼 電気通信事業一部認定申請書 

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省

略できる。法人にあつては、名称

及び代表者の氏名を記載すること

とし、代表者が自筆で記入したと

きは、押印を省略できる。）              

印 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は

届出番号 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載す

ること。担当部署等がある場合

は、当該担当部署名等を記載する

こと。） 

 

電気通信事業法第 13 条第１項の規定により同法第 10 条第１項第２号の事項の変

更登録を受ける（電気通信事業法第 16 条第３項の規定により同条第１項第２号の事

項を次のとおり変更したいので、届け出る）とともに、同法第 117 条第１項の規定

により、電気通信事業の一部の認定を受けたいので、次のとおり申請します。 

注 （略） 

１ 業務区域 

 （略） 

２ 電気通信設備の概要 

(1) 端末系伝送路設備に関する事項 

（略） 

(2) 中継系伝送路設備に関する事項 

 （略） 

(3) 伝送路設備以外の電気通信設備（事業用電気通信設備に限る。）に関する

事項 

 （略） 



 一 〇 
 

注１～５（略） 

６ 伝送路設備の種類は、当該設備が有線電気通信設備の場合は「平衡対ケ

ーブル」、「同軸ケーブル」、「光ファイバケーブル」等の種別を、無線

設備の場合は予定する周波数帯（当該周波数帯の電波を 三・九―四世代移

動通信システム に使用する場合は、併せてその旨）を記載すること。 

７～８（略） 

(4) 交換設備の設置場所  

（略） 

注 設置場所ごとに、その都道府県市町村名及び事業所の名称を記載すること。  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

注１～５（略） 

６ 伝送路設備の種類は、当該設備が有線電気通信設備の場合は「平衡対ケー

ブル」、「同軸ケーブル」、「光ファイバケーブル」等の種別を、無線設備

の場合は予定する周波数帯（当該周波数帯の電波を 三・九世代移動通信シ

ステム に使用する場合は、併せてその旨）を記載すること。 

７～８（略） 

(4) 交換設備の設置場所  

（略） 

注 設置場所ごとに、その都道府県市町村名及び事業所の名称を記載すること。  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

附 則 

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 （ 以 下 「 新 報 告 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 報 告 期 限 が

平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 以 降 で あ る 報 告 か ら 適 用 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 携 帯 電 話 （ こ の 省 令 に よ る 改 正 前 の 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 （ 以 下 「 旧 報 告 規 則 」 と い う 。 ） 第 一 条 第 二 項 第 十 二 号

に 規 定 す る 三 ・ 九 世 代 移 動 通 信 シ ス テ ム を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） に 係 る 改 正 前 の 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 以 下 「 旧 施 行 規 則 」 と い う 。 ）

様 式 第 四 に よ る 書 類 を 総 務 大 臣 に 提 出 し て い る 者 は 、 携 帯 電 話 （ 新 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 二 号 に 規 定 す る 三 ・ 九 ― 四 世 代 移 動 通 信 シ ス テ

ム を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） に 係 る こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 以 下 「 新 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 様 式 第 四 に よ る 書 類 を

総 務 大 臣 に 提 出 し た も の と み な す 。 

３ こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 携 帯 電 話 （ 旧 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 二 号 に 規 定 す る 三 ・ 九 世 代 移 動 通 信 シ ス テ ム を 使 用 す る も の 以 外 の も の に

限 る 。 ） に 係 る 旧 施 行 規 則 様 式 第 四 に よ る 書 類 を 総 務 大 臣 に 提 出 し て い る 者 は 、 携 帯 電 話 （ 新 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 二 号 に 規 定 す る 三 ・

九 ― 四 世 代 移 動 通 信 シ ス テ ム を 使 用 す る も の 以 外 の も の に 限 る 。 ） に 係 る 新 施 行 規 則 様 式 第 四 に よ る 書 類 を 総 務 大 臣 に 提 出 し た も の と み な す 。 

４ こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 旧 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 二 号 に 規 定 す る 三 ・ 九 世 代 携 帯 電 話 ア ク セ ス サ ー ビ ス に 係 る 旧 施 行 規 則 様 式 第 四 に よ

る 書 類 を 総 務 大 臣 に 提 出 し て い る 者 は 、 新 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 二 号 に 規 定 す る 三 ・ 九 ― 四 世 代 携 帯 電 話 ア ク セ ス サ ー ビ ス に 係 る 新 施 行

規 則 様 式 第 四 に よ る 書 類 を 総 務 大 臣 に 提 出 し た も の と み な す 。 

 

 


